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要旨 

本研究は、精神障害や精神保健上の課題を有する人が、身近な地域で必要な支援を受けな

がら安心して暮らすことのできる包括的な精神保健医療福祉体制の実現に資する実証的知見

を得ることを目的とした。令和 7（2025）年度は、3 年間の研究期間の初年度として、自治

体における精神保健相談支援体制、地域における精神医療体制、措置入院の適正化、行動制

限最小化、入院中の精神障害者の虐待防止、精神障害者の権利擁護の 6 領域について、現状

把握、課題整理、既存データの分析、インタビュー調査、教材・研修資材の作成、実践的取

組の効果検証等を行った。自治体相談支援の領域では、精神保健福祉相談員講習会の演習資

料を作成し、市町村精神保健相談支援体制の好事例を分析した。精神医療体制の領域では、

高規格病棟の必要性チェックリストの判別能分析、精神科地域包括ケア病棟の運用実態・精

神科救急医療体制整備事業の現状分析を行い、救急・急性期医療、包括期入院医療、受診前

相談や身体合併症対応等の課題を整理した。措置入院については、ガイドラインの運用課

題、指定医研修の効果、警察官通報後の判断過程を検討した。さらに、行動制限最小化、虐

待防止、入院者訪問支援事業、精神医療審査会については、精神科入院医療の質と権利擁護

を支える仕組みとして、実施状況、運用課題、研修・フォローアップの必要性を整理した。

自治体の相談支援、精神科救急、入院医療、非自発的入院制度、行動制限最小化、虐待防

止、権利擁護は、いずれも地域生活を支える包括的な精神保健医療福祉体制の構成要素であ

り、相互に連関している。今後は、本年度得られた知見を踏まえてさらに調査・分析を進め

るとともに、地域の実情に応じた実装可能性を考慮しながら、各領域を一体的に捉えた施策

のあり方を検討していく必要がある。 

【研究目的】 

近年、わが国の精神保健医療福祉施策にお

いては、精神障害の有無や程度にかかわらず、

誰もが身近な地域でニーズに応じた支援を受

けながら、安心して自分らしく暮らすことの

できる体制、すなわち「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム」の構築が求められ

ている。精神疾患やメンタルヘルス上の課題

は、医療・福祉領域にとどまらず、母子保健、

子育て支援、教育、高齢者支援、生活困窮者支

援、自殺対策、虐待対応、就労支援等の多様な

分野と関係しており、地域における精神保健

相談支援体制の充実は、包括的な精神保健医

療福祉体制の基盤となる。 
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令和 4（2022）年 12 月の精神保健福祉法改

正により、「精神障害者等に対する包括的支援

の確保」に関する規定が設けられ、精神障害

者に加え、精神保健に課題を抱える人も含め

た相談支援の推進が法制度上位置づけられた。

これにより、市町村及び都道府県には、地域

の実情に応じて、保健、医療、福祉、住まい、

就労、社会参加、地域の助け合い等を含む包

括的な支援体制を構築していくことが期待さ

れている。そのためには、平時の相談支援や

早期支援、外来・在宅精神医療の充実に加え、

精神症状の急性増悪や生活上の危機に対応で

きる精神科救急医療体制、必要時に適切な入

院医療を提供できる体制、退院後の地域にお

ける適切な支援が不可欠である。

また、改正精神保健福祉法においては、精

神障害者の権利擁護を図ることが法の目的と

して明確化されるとともに、精神科病院に入

院中の者の権利擁護を推進するための新たな

仕組みとして、入院者訪問支援事業が創設さ

れた。さらに、精神科病院における虐待防止

措置や虐待通報に関する規定が設けられ、入

院中の精神障害者に対する虐待の予防、早期

発見、再発防止に向けた取組が制度上位置づ

けられた。加えて、隔離・身体的拘束を含む行

動制限の最小化、非自発的入院制度の適正な

運用、精神医療審査会による外部審査機能の

適正化等も、精神医療の質の向上や権利擁護

に深く関わる課題である。

本研究は、こうしたわが国の精神保健医療

福祉施策の方向性を踏まえ、精神保健医療福

祉上のニーズを有する人が地域で安心して暮

らせる包括的な精神保健医療福祉体制の実現

に資する実証的知見を得ることを目的とする。 

本研究班では、上記を踏まえ、以下の６つ

の分担班で調査研究を実施している。

A) 自治体における精神保健相談支援体制

の推進に関する研究（野口正行）

B) 地域における精神医療体制のあり方に

関する研究（来住由樹）

C) 措置入院の適正化に関する研究（椎名

明大）

D) 行動制限最小化に関する研究（杉山直

也）

E) 入院中の精神障害者の虐待防止に関す

る研究（小池純子）

F) 精神障害者の権利擁護に関する研究

（藤井千代）

【今年度の成果】

 各分担班の進捗の概要は、以下のとおりで

ある。

A) 自治体における精神保健相談支援体制

の推進に関する研究

本分担班では、自治体における精神保健相

談支援体制の推進に資することを目的として、

精神保健福祉相談員講習会の演習資料の作成

と、市町村における精神保健相談支援体制の

好事例分析を行った。

前年度までの研究で、精神保健福祉相談員

講習会の講義部分として、14 時間分の e-

learning 教材を作成・公開したが、集合形式

で行われる演習部分については、事例検討を

どのように運営するか、ファシリテーターが

どのように議論を進めるかについて、各自治

体が参照できる資料が十分ではなかった。そ

こで今年度は、精神保健福祉相談員講習会の

演習で使用する事例資料、個人ワークおよび

グループワークの進め方、ファシリテーター

向けの留意点等を整理した資料を作成した。

作成した資料は、全国精神保健福祉相談員会

の協力を得て、奈良県、長崎県、石川県、滋賀

県等において、精神保健福祉センターと協働

しながら試行された。

また、市町村における精神保健相談支援体

制の好事例と考えられる 3 市町村を対象にヒ

アリングを行い、好事例を成立させている構

造について分析した。本研究では、好事例が

どのような歴史的背景、組織体制、部署間連

携、民間委託、課題解決の契機等によって成

立しているのかを整理し、他自治体に応用可
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能な要素を検討した。 

これらの成果により、精神保健福祉相談員

講習会の実施に必要な教材整備が進むととも

に、市町村における精神保健相談支援体制の

構築を支援するための基礎資料が得られた。 

今後は、演習資料の活用状況や改善点を検

討するとともに、好事例分析を通じて、自治

体の規模や資源に応じた精神保健相談支援体

制の構築方法をさらに検討していく必要があ

る。 

 
B) 地域における精神医療体制のあり方に

関する研究 

本分担班では、精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築に資する精神科医療

体制のあり方を検討するため、精神科入院医

療と精神科救急医療体制に関する調査・分析

を行った。 

精神科入院医療については、高規格病棟を

必要とする臨床像の評価と、精神科地域包括

ケア病棟の運用実態の分析を行った。高規格

病棟については、先行研究に基づき高規格病

棟必要性チェックリストを作成し、既存デー

タ 2,164 名を用いてチェックリストの判別能

を分析した。その結果、AUC は 0.7497 であ

り、3 点以上をカットオフとした場合、感度

83.64％、特異度 51.87％であり、高規格病棟

の必要性を評価する指標として一定の実用可

能性が示された。 

精神科地域包括ケア病棟については、全国

50 病棟へのアンケート調査と、2 病院 331 名

の個票調査を実施した。アンケート調査では、

制度開始後間もない時期であるにもかかわら

ず、約 4 割の病棟が撤退または撤退予定であ

り、6 か月以内在宅移行要件、退院後 3 か月

以内再入院の取扱い、180 日超過時の評価が、

主要な運用上の課題として挙げられた。個票

調査では、180 日超過群において、180 日以

内退院群と比較して、重症度、生活機能、看護

ケア必要度、家族・地域支援体制等に関する

支援ニーズが高いことが示された。 

精神科救急医療体制については、精神科救

急医療体制整備事業の令和 6 年度年報、精神

保健福祉資料、衛生行政報告例等の関連デー

タを集計・分析した。主要項目を可視化する

とともに、移送制度、申請・通報の処理状況、

措置入院制度との関連について検討した。 

分析の結果、近年、本事業による人口対受

診件数の漸減と入院率の上昇が認められた。

また、身体合併症対策にはなお課題があり、

精神科医療と身体科医療の連携をどのように

進めるかが重要な課題であることが示された。

さらに、措置入院の過半数は本事業の中で開

始されており、精神科救急医療体制整備事業

は、自治体にとって措置入院制度の運用とも

密接に関わる中核的業務となっていることが

確認された。 

精神科救急医療の供給体制には、地域特性

に応じた多様性があり得る一方、受診前相談

の機能、救急・急性期医療の質、措置入院制度

の運用基準などについては、過度な地域差を

できる限り縮小していく必要がある。そのた

めには、精神科救急医療体制整備事業を多角

的に分析し、自治体担当者にフィードバック

する取組を継続することが重要である。 

 
C) 措置入院の適正化に関する研究 

 本分担班では、措置入院制度の適正な運用

に資することを目的として、措置入院制度の

運用に関するガイドラインの活用状況と課題

の把握、指定医による措置診察の研修パッケ

ージの改善と効果検証、警察官通報に関する

追加分析を行った。 

措置入院の運用に関するガイドラインおよ

び退院後支援ガイドラインの活用状況と今後

のあり方を検討するため、6 自治体に所属す

る職員に対してグループインタビューを実施

し、地域特性に伴う措置入院制度運用の課題

を把握した。措置入院制度は、地域における

危機介入の一部として重要な役割を担う一方、

本人の自由を大きく制限する制度であるため、

医学的必要性、権利擁護、地域支援との連続
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性を踏まえた適正な運用が求められる。自治

体ごとの体制、指定医確保、警察・医療機関・

保健所等との連携状況には差があり、今後さ

らにインタビューおよび調査を実施したうえ

で、ガイドライン改訂の必要性につき慎重に

検討する予定である。 

措置診察の質の向上と均てん化に関する課

題については、適切な措置診察に必要な知識

と技術を習得するために制作した研修パッケ

ージの改善と効果検証を目的として、10 名を

対象に措置診察実践セミナーを実施した。受

講者は事前学習動画を視聴したうえで集合研

修に参加し、措置入院制度に関する知識、措

置診察に対する自信、学習動機づけ等につい

て、受講前後の変化を評価した。その結果、セ

ミナー受講により、措置診察に対する自信や

措置診察に関する知識の有意な向上が確認さ

れた。指定医による措置診察の質を高め、判

断の均てん化を図るうえで、標準化された研

修パッケージの意義が示された。 

本分担班では、さらに、精神保健福祉法第

23 条に基づく警察官通報例について、過年度

調査の追加分析を行った。2023 年 5 月 17 日

から 5 月 31 日までに受理された警察官通報

571 例を対象として、事前調査における措置

診察要否判断に影響する要素を検討した。ま

た、指定医による措置診察が行われた事例に

ついては、措置入院に関する診断書 586 件を

対象として、指定医による措置要否判断に影

響する項目を分析した。これらの分析により、

警察官通報後の事前調査、措置診察実施の判

断、指定医による措置要否判断の各段階にお

いて、どのような情報が判断に影響している

かを把握するための基礎資料が得られた。 

 
D）行動制限最小化に関する研究 

本分担班では、前段研究において開発され、

一部社会実装された行動制限最小化活動の普

及リソースである、行動制限最小化プラット

フォーム（PMSR）およびピアレビュー（PR）

について、その実効性の検証と、さらなる普

及に向けた手法の検討を行った。 

PMSR については、国内の複数の精神科病

院を対象に、PMSR を活用した研修を介入と

して実施し、行動制限量、医療専門職や入院

患者の認識の変化について、介入前後の比較

検討を行った。パイロット調査として 4 施設、

本調査として 16 施設から研究参加への同意

が得られた。パイロット調査の対象 4 施設に

おける予備的解析では、強制的な手段を使う

ことへの態度の合計点、下位項目の「減らす

ことができる」「ケアと安全のため」、ならび

に病棟風土の患者間の仲間意識・相互サポー

トの得点において有意な変化が認められた。 

PR については、自治体が主導して実施する

PR の機会を得て、PR 参加病院を対象として、

医療専門職や入院患者の認識の変化について

介入前後の比較検討を行った。自治体が実施

する PR において、研究担当者は進行と運営

を担当し、参加者を対象とした質問紙調査の

予備的解析を行った。その結果、「PR の実施

は行動制限最小化活動に有効だと思うか」「行

動制限最小化を推進するにあたり課題が明確

だと感じるか」といった項目の得点が有意に

上昇した。 

これらの結果から、PMSR を活用した研修

や PR は、行動制限最小化に向けた医療専門

職の認識変化を促す可能性が示唆された。行

動制限最小化は、単に隔離・身体的拘束の量

的削減を目指す取組ではなく、リカバリー、

トラウマインフォームドケア、病棟風土、チ

ームの対話、当事者の視点を含む組織文化の

変革に関わる課題である。今年度の成果は、

教育資材や PR を活用した実践的介入が、行

動制限最小化を現場で推進するための有効な

方法となり得ることを示すものであり、今後

は本調査の結果を踏まえた詳細な解析、PR の

追加実施、普及に向けた手順の検討を行う予

定である。 

 
E) 入院中の精神障害者の虐待防止に関す

る研究 
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本分担班では、改正精神保健福祉法により

新設された精神科病院における虐待防止措置

および虐待通報制度について、制度開始初期

における運用実態と課題を明らかにするため、

自治体、精神科病院、当事者を対象としたイ

ンタビュー調査を実施した。 

自治体の担当職員、精神科病院の管理職お

よび多職種スタッフを対象として、改正法施

行後の現状と課題に関するインタビュー調査

を実施した。精神障害当事者に対するインタ

ビューでは、虐待通報制度に対する期待と懸

念について尋ねた。得られた音声データは逐

語録化し、質的記述的分析法を用いて予備的

に分析した。 

自治体を対象としたインタビューについて

は、通報等対応の流れに沿って運用実態と対

応上の課題を整理し、9 つの課題が抽出され

た。精神科病院を対象としたインタビューデ

ータについては、制度運用に伴う課題を整理

し、管理者から 5 つの課題、多職種スタッフ

から 12 の課題が抽出された。また、当事者へ

のインタビューでは、虐待通報制度に関する

12 の課題、展望、今後に向けた提言が抽出さ

れた。 

本調査は、法施行後およそ 1 年半の時点で

実施されたものであり、結果には制度開始当

初の混乱や試行錯誤が含まれている可能性が

ある。しかし、制度開始初期の混乱そのもの

が、制度実装上の重要な課題を示していると

も考えられる。虐待防止は、通報制度の整備

のみで達成されるものではなく、虐待を起こ

さない組織風土、職員が相談できる体制、患

者の声が外部に届く仕組み、自治体と病院の

協働、発生時の適切な対応と再発防止策など、

多層的な対応が必要であると考えられた。 

 
F) 精神障害者の権利擁護に関する研究 

本分担班では、精神障害者の権利擁護に関

する研究として、入院者訪問支援事業と精神

医療審査会につき検討を行った。 

入院者訪問支援事業は、令和 6 年 4 月に開

始された新しい制度であり、各地域で実施が

進みつつある一方、実施体制の整備、入院者

や病院への周知、訪問支援員のフォローアッ

プ、事業評価の方法、事業の質の向上と均て

ん化等について、十分に検討する必要がある。

本研究では、事業の実施初期段階における質

的向上に資する基盤整備を目的として、訪問

支援員等のフォローアップに係る演習教材、

事業利用者からのフィードバック取得方法、

病院スタッフの期待と懸念を把握するための

調査票案、精神科病院スタッフ向け説明動画

案を作成した。 

演習教材では、電話受付時の不測の事態や

訪問前の情報共有など、実務上判断に迷いや

すい場面を取り上げた。入院者から電話相談

があった際に、本人の話を丁寧に聴く姿勢を

大切にしながらも、訪問につなげるために必

要な基本情報をどの段階で確認するか、また、

訪問前に病院から得た情報が支援員の思い込

みを生み、本人が本来話したいことを話しに

くくする可能性にどう向き合うか等を検討で

きる内容とした。さらに、事業を利用した入

院者本人からフィードバックを得るための方

法を検討し、すでに事業を開始している自治

体の事務局スタッフとの協議を踏まえて、事

業で活用可能なアンケート案を作成した。病

院スタッフに対しては、入院者訪問支援事業

への期待と懸念を把握し、今後の全国調査に

向けた医療従事者向け調査票案と、病院スタ

ッフ向け説明動画案を作成した。 

精神医療審査会については、審査会活動の

実態把握や関係者の意見交換を通じて、審査

会活動の標準化を図り、精神障害者の権利擁

護システムの強化に資する提案を行うことを

目的として研究を実施した。令和 7（2025）

年度に公開された令和 6（2024）年度の精神

保健福祉資料および衛生行政報告例から、精

神医療審査会関連データを抽出・可視化し、

審査会活動の動向を分析した。また、厚生労

働省が全国 67 の精神医療審査会事務局を対

象として実施したアンケート調査の結果を分
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析した。さらに、令和 8（2026）年 2 月 19 日

に、精神医療審査会の機能強化をテーマとす

る対面形式のシンポジウムを開催し、会場参

加者延べ 135 名とともに意見交換を行った。 

既存データの分析の結果、近年、請求審査

は増加し、それに対応して合議体委員も増加

していること、非医療委員の比率が漸増して

いること、請求認容（一部認容を含む）となっ

た審査結果も増加していることが示された。

一方で、退院等の請求頻度は高いとはいえず、

地域差も大きいこと、審査結果にも地域差が

あること、医療委員をはじめとする合議体委

員の確保、書面審査の負担、データ管理体制、

審査会運営マニュアルの位置づけ等に多くの

課題があることが明らかとなった。また、医

療保護入院については、令和 6（2024）年 4 月

から更新制度が導入されたことに伴い、今後

も審査件数や在院者数の推移を注意深くモニ

タリングし、書面審査のあり方を検討する必

要があると考えられた。 

入院者訪問支援事業と精神医療審査会は、

制度上は異なる仕組みであるが、いずれも入

院中の者の声を外部に開き、権利擁護を実効

性あるものとするうえで重要な制度である。

本研究の結果から、制度を実効性あるものに

していくためには、実施状況を可視化し、実

践の質を支える研修、関係者間の対話の場な

ど、フォローアップの仕組みを整備すること

の必要性が示唆された。 

 
【結論】 

本研究では、精神障害や精神保健上の課題

を有する人が、身近な地域で必要な支援を受

けながら安心して暮らすことのできる包括的

な精神保健医療福祉体制の実現に向け、自治

体における精神保健相談支援体制、地域にお

ける精神医療体制、措置入院の適正化、行動

制限最小化、入院中の精神障害者の虐待防止、

精神障害者の権利擁護について検討を行った。 

今年度は、研究期間 3 年間の初年度として、

各領域における現状把握、課題整理、既存デ

ータの分析、インタビュー調査、教材・研修資

材の作成、実践的取組の効果検証等を実施し

た。自治体相談支援の領域では、精神保健福

祉相談員講習会の演習資料を作成するととも

に、市町村精神保健相談支援体制の好事例を

分析し、相談支援体制の底上げに向けた基礎

資料を得た。精神医療体制の領域では、高規

格病棟について、患者の状態像や医学的管理

の必要性、ケアの困難性に基づいて救急・急

性期入院医療の必要性を評価する視点が示さ

れた。精神科地域包括ケア病棟については、

退院後支援との連続性を踏まえた入院医療に

必要な体制や支援内容が示された。さらに、

精神科救急医療体制整備事業については、受

診前相談、身体合併症対応、措置入院制度と

の関係、地域差の把握と自治体へのフィード

バックの重要性が示された。措置入院につい

ては、ガイドラインの運用課題、指定医研修

の効果、警察官通報後の判断過程に関する分

析を通じて、制度運用の標準化と人材育成に

向けた知見を得た。さらに、行動制限最小化、

虐待防止、入院者訪問支援事業、精神医療審

査会については、いずれも精神科入院医療の

質と権利擁護を支える重要な仕組みであり、

それぞれの実施状況、運用課題、研修・フォロ

ーアップの必要性を整理した。 

これらの成果は、地域における相談支援、

精神科救急、入院医療、非自発的入院制度、行

動制限最小化、虐待防止、権利擁護が、それぞ

れ独立した課題ではなく、包括的な精神保健

医療福祉体制を支える相互連関した課題であ

ることを示唆するものである。地域における

相談支援や早期支援は、精神保健医療福祉上

のニーズを有する人が、危機的状況に至る前

に支援につながるための基盤である。一方で、

精神症状の急性増悪や生活上の危機が生じた

場合には、受診前相談、精神科救急医療体制、

必要時の入院医療、措置入院を含む非自発的

入院制度が、適切かつ公正に機能する必要が

ある。さらに、入院医療が必要となった場合

には、適切な医療の提供が行われる必要があ
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ると同時に、可能な限り本人の意思と選好、

尊厳を守るための取組みが不可欠である。そ

のためには、行動制限最小化をより実効性の

高いものとするための取組みや、虐待防止、

入院者訪問支援事業、精神医療審査会といっ

た制度の適正運用が重要である。 

今後は、今年度得られた知見を踏まえ、さ

らに調査・分析を進めるとともに、地域の実

情に応じた実装可能性を考慮しながら、相談

支援、医療提供体制、非自発的入院制度、入院

中の権利擁護を相互に関連づけて検討してい

く必要がある。 
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